
以下の場合は基本財産処分承認申請は必要ありません

・社会福祉施設の改築にあたり、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合

・境界となる壁の取り壊し等に留まり、建物の基本的な形状に変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合

新築工事

新規建物の法務局登記

処分申請に係る

理事会＆評議員会

新築工事

新規建物の法務局登記

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更届出

（基本財産の追加）

処分申請に係る

理事会＆評議員会

基本財産処分申請

定款変更届出

（基本財産の追加）

解体工事

（解体建物の滅失登記）

基本財産処分申請

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更認可申請

（基本財産の減少）

処分申請に係る

理事会＆評議員会

基本財産処分申請

売買契約等締結

不動産登記の変更

定款変更に係る

理事会＆評議員会

基本財産処分申請

処分申請に係る

理事会＆評議員会

基本財産処分申請

＆定款変更申請の流れ

売却等 or 取壊し

建替えや増改築 or 

別の場所に新築
新築 or 既存施設

土地・建物の

売却・交換・貸与・譲渡等

建物の取壊し

建替えや増改築

新築

土地のみの売買や

既存施設へ引っ越す等

新築しない場合

建替え

（増改築）

別の場所に

新築

売買契約等締結

不動産登記の変更

定款変更認可申請

（基本財産の減少）

新築（増改築）工事

（新規建物の法務局登記）

解体工事

解体建物の滅失登記

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更認可申請

（定款変更届出）

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更認可申請

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更認可申請

※認可前は着工不可

※認可前は着工不可※契約日は認可日後

※契約日は認可日後

不動産 or 現金

基本財産処分申請

現金（基金）の取り崩し

定款変更に係る

理事会＆評議員会

処分申請に係る

理事会＆評議員会

現金

定款変更認可申請

（基本財産の減少）

不動産（土地・建物）

新築工事

新規建物の法務局登記

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更届出

（基本財産の追加）

処分申請に係る

理事会＆評議員会

基本財産処分申請

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更認可申請

（基本財産の減少）

基本財産処分申請

処分申請に係る

理事会＆評議員会

新築 or 既存施設

新築
既存施設へ引っ越す等

新築しない場合

定款変更に係る

理事会＆評議員会

定款変更認可申請

他財産へ切替 or

不動産処分

転居や事業廃止に伴い

その他財産へ切替 売却や取壊しによる不動産処分

（建替えや増改築はこちら）


